
議第143号

令和 2年度滋賀県モーターボート競走事業会計未処分利益剰余金の処分につき議決を求めるこ

とについて

上記の議案を提出する。

令和 3年 9 月14日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

令和 2年度滋賀県モーターボート競走事業会計未処分利益剰余金の処分につき議決を求め

ることについて

令和 2年度滋賀県モーターボート競走事業会計未処分利益剰余金 4,987,749,121円のうち、

967,899,129円を減債積立金に、 2,035,143,050円を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、

1,000,000,000円を一般会計に繰り出し、 984,706,942円を資本金に組み入れることにつき、地

方公営企業法（昭和27年法律第 292 号）第32条第 2 項の規定に基づき、議決を求める。
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